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特 集 これからも地域とともに

民生委員制度は
今年１００周年を
迎えました！
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地
域
福
祉
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
身
近
な
相
談
相
手
で
す
。

　
「
民
生
委
員
」は
、民
生
委
員
法
に
基
づ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら

委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
で
す
。社
会
福
祉
の
増
進
の
た

め
に
、地
域
住
民
の
立
場
か
ら
生
活
や
福
祉
全
般
に
関
す
る
相
談・援

助
活
動
を
行
っ
て
お
り
、創
設
か
ら
今
年
で
1
0
0
年
の
歴
史
を
持
つ

制
度
で
す
。ま
た
、全
て
の
民
生
委
員
は
児
童
福
祉
法
に
よ
っ
て「
児

童
委
員
」も
兼
ね
て
お
り
、妊
娠
中
の
心
配
ご
と
や
子
育
て
の
不
安
に

関
す
る
様
々
な
相
談
や
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
核
家
族
化
が
進
み
、地
域
社
会
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
今

日
、民
生
委
員
児
童
委
員
が
地
域
住
民
の
身
近
な
相
談
相
手
と
な

り
、支
援
を
必
要
と
す
る
住
民
と
行
政
や
専
門
機
関
を
つ
な
ぐ
パ
イ

プ
役
を
務
め
て
い
ま
す
。
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地
域
の
推
薦
を
受
け
、厚
生
労
働
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
た
方
で
す
。

　
住
民
の
方
で
、そ
の
地
域
の
実
情
を
よ
く
知
り
、福
祉
活
動
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
に
理
解
と
熱
意
が
あ
る
な
ど
の
要
件
を
満
た
す

人
が
民
生
委
員
児
童
委
員
に
選
ば
れ
る
対

象
に
な
り
ま
す
。

　
任
期
は
3
年
で
再
任
も
可
能
。 

ま
た
、民

生
委
員
児
童
委
員
の
活
動
上
知
り
得
た
情

報
に
つ
い
て
は
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。こ
の
守
秘
義
務
は
、委
員
退
任
後
も

引
き
続
き
課
さ
れ
ま
す
。
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栃
木
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
連
合
会
は
全
部
で
１７
の
協

議
会（
栃
木
地
域
が
１
区
〜
１２
区
、大
平
地
区
、藤
岡
地
区
、都
賀
地

区
、西
方
地
区
、岩
舟
地
区
）に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
２２
年
３
月
２９
日
、旧
栃
木
市・大
平
町・藤
岡
町・都
賀
町
の
１

市
３
町
が
合
併
し
、平
成
２２
年
１２
月
１
日
よ
り
、旧
市
町
の
協
議
会
を

ひ
と
つ
と
し
連
合
会
を
設
立
し
ま
し
た
。

　
平
成
２３
年
１０
月
１
日
の
旧
西
方
町
と
の

市
町
合
併
に
伴
い
、平
成
２４
年
４
月
よ
り
、

連
合
会
に
西
方
地
区
が
加
わ
り
、そ
し
て

平
成
２６
年
４
月
５
日
の
旧
岩
舟
町
と
の
市

町
合
併
と
同
時
に
連
合
会
に
岩
舟
地
区
が

加
わ
り
ま
し
た
。
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地
域
の
見
守
り
や
相
談・支
援
、地
域
福
祉
活
動
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
民
生
委
員
児
童
委
員
は
地
域
の「
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
」に

所
属
し
、地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
福
祉
に

関
す
る
幅
広
い
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
児
童
委
員
は
、地
域
住
民
で

あ
る
皆
さ
ん
と
同
じ
立
場
で
相
談
に
の
り
、

必
要
で
あ
れ
ば
福
祉
制
度
や
子
育
て
支
援

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
関
係
機

関
へ
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
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幸
せ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
四
つ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
の
中
に
、民
生

委
員
の「
み
」の
文
字
と
児
童
委
員
を
示
す
双
葉
を
組
み
合
わ
せ
、

平
和
の
シ
ン
ボ
ル
の
鳩
を
か
た
ど
っ
て
、愛
情
と
奉
仕
を
表
し
て
い

ま
す
。

民生委員児童委員シンボルマーク

第１区民児協のみなさん

第３区民児協のみなさん第９区民児協のみなさん

第６区民児協のみなさん


